
審　査　決　定　報　告　書  
産業消防委員会　  

　令和７年第４回水戸市議会定例会において当委員会に付託されました議案第

８４号 ほか１件の審査の経過及び結果について，水戸市議会会議規則第  
１０１条の規定に基づき報告します。  
　これらの案件については，１２月１１，１２日に委員会を開催し，慎重に審

査を行いました。その結果は，下記のとおりであります。  
　以下，審査の概要を申し上げますと，  
１　議案第８４号　水戸市火災予防条例の一部を改正する条例  

議案第８５号　水戸市火入れに関する条例の一部を改正する条例  
　議案第８４号は，消防庁からの通知を踏まえ，林野火災に関する注意報に係

る規定の追加等を行うものであり，議案第８５号は，火災予防条例の改正に伴

い，当該注意報発令中の火入れの制限等について，関係規定の整備を行うもの

であります。委員会では，林野火災注意報及び警報発令時の火の使用制限と具

体的な対応について，火入れに関する申請の受付状況について，たき火及び野

焼きの定義について，市民への周知方法について，県や消防団との連携につい

て，種々質疑応答を重ねました。このうち委員から，「全国で林野火災が多発

しており，これらの条例改正は市民にとって極めて重要な事項である。たき火

を行う際も届出が必要であること等について，様々な広報媒体や機会を活用し，

市民への周知徹底を図られたい」，「周知に当たっては，具体的な事例や罰則

の内容を示しながら，丁寧で分かりやすい説明に努められたい」，「市民の利

便性向上のため，各種届出の電子化を検討されたい」，「火災予防の強化に向

け，関係機関との情報共有を十分に図られたい」等の意見が出されました。  
この後，一括採決の結果，全会一致をもって，原案を可決すべきものと決定

いたしました。  
記  

議案第８４号，議案第８５号  
　以上，原案を認める。  
 
　上記のとおり報告する。  
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